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登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）として登録後、登録した内容に変更が生じる場

合は、手続きが必要です。 

変更等の内容ごとに該当ページをご確認下さい。 

 

（１）登録内容の変更（Ｐ２） 

   法人の所在位置や、認定を受けた介護職員等に変更が生じた場合、変更登録届出書（第 4 号

様式）と変更内容の確認できる添付書類を提出してください 

 

 

（２）実施行為の追加（Ｐ３） 

   登録を受けた行為とは別の行為を実施することになり、介護職員等が研修、認定手続きを完

了した場合、登録更新申請書（第５号様式）と添付書類を提出してください。  

例「口腔内の喀痰吸引」で登録後、「経鼻経管栄養」を実施することになった 

 

   （３）登録の辞退（Ｐ３） 

     認定を受けた介護職員の退職等により、登録を受けた行為の一部または全部を行う必要がな

くなったときは、登録を辞退する日の一か月前までに、登録辞退届出書（第 6 号様式）を提出

してください。 

  

 

【概要図】 

  申請書類 様式 例 

登録内容の変更 変更登録届出書 第 4 号様式 事業所住所の変更、名簿(第１号様式-1)の変

更 

実施行為の追加 登録更新届出書 第 5 号様式 ｢口腔内の喀痰吸引｣登録後、介護職員等が                    

「経鼻経管栄養」の認定を受けた 

登録の辞退 登録辞退届出書 第６号様式 登録を受けた行為の全部または一部を行う

必要がなくなったとき 
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１ 概要 



 

 

 

 

 

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）として登録を受けた内容について、変更が生じる場

合、変更の届出を行ってください。（下記変更事項１～５はあらかじめ、6～8 は遅滞なく） 

変更事項によって、必要な添付書類が異なりますので、下記提出書類のイ 添付書類を確認し

書類を添付してください。 

 

（１）提出書類 

  ア 登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）変更登録届出書（第 4 号様式） 

  イ 添付書類 

 変更事項 添付書類等 

１ 代表者氏名 

(法人名称、代表者の氏名) 

・法人の場合：登記事項証明書 

・個人の場合：住民票の写し 

２ 法人所在地 登記事項証明書 

３ 事業所の名称 - 

４ 事業所の所在地 - 

５ 法人の寄付行為又は定款 寄付行為又は定款及び登記事項証明書 

６ 業務方法書 変更後の業務方法書 

７ 喀痰吸引等を行う介護福祉士・ 

認定特定行為業務従事者の名簿

(第１号様式-1)※ 

・様式 1-1 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 

・従事者の認定証の写し(新たに認定を受けた方のみ) 

８ 喀痰吸引等の実施に係る備品一覧 変更後の備品一覧とその管理方法が記載されたもの 

 

       

※従事者名簿の変更手続きにあたっての注意事項 

      ・従事者を追加する場合は、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた後

に申請してください。（認定証の写しの添付が必要です。） 

・名簿には、変更を申請する時点でたんの吸引等に従事する方で、認定証の交付を

受けた方全員を記載してください。 

・名簿を作成する際には、削除する従事者を見え消しにする等、変更した従事者が

わかるようにしてください。 

 

ウ 返信用封筒（120 円切手を添付・送付先住所と事業所名を記載） 

    ※法人名・代表者（法人）の住所・事業所の名称の変更時のみ添付してください 
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２ 登録内容の変更 



 

 

 

 

 実施する行為を追加する場合、登録行為の更新申請を行ってください。 

 

（１） 提出書類 

 

  申請書類等 様式 注意事項等 

１ 登録喀痰吸引等事業者（登録特定行

為事業者）登録変更届出書 

第４号様式 喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務

従事者の名簿（第１号様式―１）に○ 

２ 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行

為事業者)登録更新申請書 

第５号様式 追加する行為の事業開始予定年月日は空欄にし

てください 

３ 介護福祉士・認定特定行為業務従事

者名簿 

第 1 号様式

-1 

実施する従事者全員を記載してください 

４ 認定特定行為業務従事者の認定証

(写し) 

 新たに追加された従事者のみ添付してください 

５ 登録喀痰吸引事業者(登録特定行為

事業者)登録適合書類 

第 1 号様式

-3 

適合基準をみたすことが確認できる書類(連携･

連絡体制がわかるもの等)を作成し、様式第 1 号

様式ｰ 3 に添付してください 

６ 返信用封筒 角２(A4 サ

イズﾞ) 

120 円切手添付し、住所・事業所名を記載して

ください 

 

（２）その他 

認定証申請中の場合は、介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(第 1 号様式-1)の認定特定

行為業務従事者認定証登録番号/登録年月日欄に「申請中」とご記入ください。 

 

 

 

 

 

登録を受けた行為の一部または全部を行う必要がなくなった場合、登録辞退の届出を行ってください。 

 

（１）提出書類 

  登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録辞退届出書（第６号様式） 

 

（２）その他 

登録を辞退する場合、登録を辞退する日の一か月前までに、届出を行ってください。 
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３ 実施行為の追加 

 

４ 登録の辞退 

について 

 



 

 

 

 

 

（１）書類の提出先 

 

〒１６３-８００１ 東京都新宿区西新宿２－８－１ 

     東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課在宅支援担当 

 

   

※１ 申請書類送付の際は、下記の「宛先票」をご活用ください。 

※２ 介護保険法のみの指定を受けている事業所の方は、（公財）東京都福祉保健財団あてに

提出してください。 

      【（公財）東京都福祉保健財団ＨＰ】 

       http://www.fukushizaidan.jp/107tankyu/index.html 

 

（２）お問合せ先 

東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課在宅支援担当 

          

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1666082960473 

 

 

 

 

 宛先票 
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〒163－8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 

 

  東京都福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課 在宅支援担当 宛 

登録特定行為事業者変更関係書類（たん吸引）在中 

※切り取ってご活用下さい。 ※切り取ってご活用下さい。 

５ 提出先・問合せ先 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1666082960473

